
鶴ヶ島市議会では、所管事務調査を行い、市に提言を行いました。

　所管事務調査とは、常任委員会が自主的にその委員会が所管する事務について市政の各分野におけ
る課題の解決に向けて調査を行い、市長等の執行機関に対して具体的な政策や施策を積極的に提言す
るものです。

所管事務調査ってなに？

・所管事務調査を実施することで、それを所管する委員会の専門性を発揮した政策提案ができる。
・行政執行の監査機能の充実が図れる。
・委員の知識が深まる。
　　など、いいこと尽くめです。

　所管事務調査の先進地である茨城県つくばみらい市を視
察しました。茨城県つくばみらい市では、「特定所管事務
調査」として、案件を特定し、１年を通して調査研究し、
本会議で最終報告をし、執行部に提言を行っています。
　本市では、令和６年度より、所管事務調査を実施してお
ります。先進的に実施しているつくばみらい市議会の視察
を通して、いろいろなノウハウを得ることができ、実りあ
る研修となりました。

市民と議員の懇談会や鶴っ子
議会でいただいた意見から、

テーマを決め、しっかり調査
をし、

委員会でまとめて、提言や
報告を市長などに行います。

所管事務調査の手順

みなさんの意見はこうして活かされます！

所管事務調査の効果

議員全員で視察！つくばみらい市！
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